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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第７期中 第８期中 第９期中 第７期 第８期

会計期間

自平成17年
７月１日
至平成17年

12月31日

自平成18年
７月１日
至平成18年

12月31日

自平成19年
７月１日
至平成19年

12月31日

自平成17年
７月１日
至平成18年
６月30日

自平成18年
７月１日
至平成19年
６月30日

売上高 (千円) 295,259 401,021 611,566 664,831 923,634

経常利益又は経常損失

(△)
(千円) 46,149 64,521 △9,195 107,150 165,634

中間（当期）純利益金

額又は中間純損失金額

(△)

(千円) 27,867 33,253 △47,549 67,651 83,421

純資産額 (千円) 471,800 1,516,170 1,816,047 1,463,385 1,572,913

総資産額 (千円) 548,639 1,633,557 2,026,917 1,585,070 1,751,209

１株当たり純資産額 (円) 97,681.17 21,234.53 23,642.60 20,770.52 21,784.42

１株当たり中間（当

期）純利益金額又は１

株当たり中間純損失金

額(△)

(円) 5,769.65 472.01 △645.30 1,318.59 1,180.15

潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利

益金額

(円) ― 452.58 ― 1,009.43 1,135.61

自己資本比率 （％） 86.0 92.1 89.3 92.3 89.3

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
(千円) 30,603 9,710 17,354 94,983 160,567

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
(千円) △61,822 △93,429 △382,949 △96,434 △219,642

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
(千円) 1,000 9,500 292,370 950,860 19,000

現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高
(千円) 323,736 1,229,143 1,189,447 1,303,363 1,263,288

従業員数

(外、平均臨時雇用者数)
(人)

42

(13)

52

(10)

69

(17)

49

(10)

61

(11)

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第７期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、当社株式は非上場であるため、　

期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。　

３. 第９期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの、中間純損失で

あるため記載を省略しております。　

４．平成18年３月８日付けで、株式１株につき10株の株式分割を行っております。

５. 当社は平成18年６月20日付けで、名古屋証券取引所セントレックスに上場しました。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第７期中 第８期中 第９期中 第７期 第８期

会計期間

自平成17年
７月１日
至平成17年

12月31日

自平成18年
７月１日
至平成18年

12月31日

自平成19年
７月１日
至平成19年

12月31日

自平成17年
７月１日
至平成18年
６月30日

自平成18年
７月１日
至平成19年
６月30日

売上高 (千円) 295,259 394,106 598,375 644,831 911,892

経常利益 (千円) 54,422 74,849 38,536 104,950 191,486

中間（当期）純利益金

額又は中間純損失金額

(△)

(千円) 35,312 42,613 △3,304 66,377 105,505

資本金 (千円) 201,343 681,023 831,958 676,273 685,773

発行済株式総数 (株) 4,830 70,785 76,535 70,400 71,825

純資産額 (千円) 479,245 1,513,084 1,876,466 1,460,970 1,585,475

総資産額 (千円) 555,267 1,627,497 2,081,470 1,580,928 1,761,755

１株当たり純資産額 (円) 99,222.68 21,348.63 24,492.60 20,752.42 22,074.15

１株当たり中間（当

期）純利益金額又は１

株当たり中間純損失金

額(△)

(円) 7,311.17 604.88 △44.84 1,293.76 1,492.57

潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利

益金額

(円) ― 579.98 ― 990.42 1,436.24

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ─ ―

自己資本比率 （％） 86.3 93.0 90.1 92.4 90.0

従業員数

(外、平均臨時雇用者数)
(人)

42

(13)

52

(10)

67

(17)

49

(10)

60

(11)

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第７期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、当社株式は非上場であるため、期中平均

株価が把握できませんので記載しておりません。

３．第９期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの、中間純損失

であるため記載を省略しております。　

４. 当社は平成18年３月８日付けで、株式１株につき10株の株式分割を行なっております。

５. 当社は平成18年６月20日付けで、名古屋証券取引所セントレックスに上場しました。
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２【事業の内容】

  当期における重要な事業内容の変更はありません。　

３【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となっております。

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の内容
議決権の所有割合

（％）
関係内容

（持分法適用会社）

 ㈱オーケーライフ
 東京都港区 23,000  ポータル事業 43.5  役員の兼任　１名

 ㈱オープンコム  東京都千代田区 239,802  ポータル事業 26.0  役員の兼任　１名

　（注）主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。　　　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成19年12月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

ポータル事業 21 (8) 

ソリューション事業 29 (2) 

音楽事業 1 (0) 

全社（共通） 18 (7) 

合計 69 (17) 

　（注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外部への出向者は除き、グループ外からの出向者を含む。）

であり、臨時雇用者数（契約社員、アルバイト、派遣社員等を含む。）は、当中間連結会計期間の平均人員を

（　）外数で記載しております。

２．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属して

いるものであります。

(2）提出会社の状況

 平成19年12月31日現在

従業員数（人） 67   (17) 

　（注）    従業員数は就業人員（当社グループからグループ外部への出向者は除き、グループ外からの出向者を含む。）

であり、臨時雇用者数（契約社員、アルバイト、派遣社員等を含む。）は、当中間会計期間の平均人員を（　）

外数で記載しております。

(3）労働組合の状況

 　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

  当中間連結会計期間におけるわが国経済は、引き続き企業収益が好調であり、設備投資の増加等堅調な景気の推移

が見られる一方、原材料価格の上昇やサブプライムローン問題など株式、金融市場に不透明感も見られました。

  このような経済情勢のもと、インターネット利用は一般生活に溶け込み、一つのメディアの地位を確立しておりま

す。そして、インターネットの主要サービスである検索サイトが盛んに利用されることと合わせて、検索ではわからな

い疑問をQ&Aサイトで解決するというスタイルも確実に広がってきています。

  そのような背景のもと、日本初、最大級のQ&Aサイト「OKWave」の利用者が継続して拡大しており、登録者は平成

20年１月に100万人を突破しました。

　業務提携面では、従来からの株主である楽天株式会社への第三者割当増資を行い、同社は当社の20％超の主要株主と

なりました。今後は、楽天グループ会員約3,800万人に積極的なアプローチを行い、Q&Aサイト「OKWave」の利用者拡

大と広告収入増加を図ります。また、医療情報サイト大手のソネット・エムスリー株式会社との提携で、医療や健康に

関する質問回答の場が拡大いたしました。

　多言語サービスについては、英語圏でのサービス展開のため米国に子会社となるOKWave Inc.を設立し、また翻訳ソフ

トウェア開発大手の株式会社クロスランゲージの第三者割当を引き受け、業務提携を行うなどの施策を実施しまし

た。

　さらに、音声通話と「OKWave」を連動させた世界初の音声Q&Aサービス「VOICE de OK」を立ち上げ、電話の音声

だけでも質問できるサービスを開始いたしました。また、CTI（電話やFAXをコンピュータと連携させるシステム）ソ

リューションにおいて実績を持つ株式会社オープンコムと資本提携し、ペイパーコール広告市場（電話をかけた件数

に応じて広告費が発生する広告）への参入を進め、収益の拡大を見込んでおります。

　これらの提携や収益拡大を促進するため、人材採用を前倒しで行い、サーバーやネットワークシステムなどインフラ

整備に費用を投じました。

　以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高が、611,566千円（前年同期比52.5％増加）となり、営業利益は5,873

千円（前年同期比90.8％減少）、経常損失は9,195千円（前年同期は64,521千円の経常利益）、当期純損失は47,549千円

（前年同期は33,253千円の当期純利益）となりました。　

  事業の種類別セグメントの概況は以下のとおりであります。

  ポータル事業におきましては、Q&Aコミュニティサイト「OKWave」のQ&A総数は1,000万件を超え、NECビッグ

ローブ株式会社が運営するポータルサイト「BIGLOBE」と連携するなどした結果、売上高は、237,396千円（前年同期

比94,575千円増加、66.2％増加）、営業利益が、58,853千円（前年同期比692千円減少、1.1％減少）となりました。

  ソリューション事業におきましては、ASPに加えて大手通信会社、金融会社へのパッケージライセンス提供が寄与

し、売上高は、371,275千円（前年同期比119,990千円増加、47.7％増加）、営業利益が、195,643千円（前年同期比30,750千

円増加、18.6％増加）となりました。

  音楽事業におきましては、CD販売が軟調となり、売上高は、2,894千円（前年同期比4,012千円減少）、営業損失が、

18,661千円（前年同期比9,019千円増加、93.5％増加）となりました。

  今後もインターネットをはじめ、あらゆる間口での質問回答の場が広がっていくと共に、「OKWave」に期待される

価値が高まってくると予想され、それに合わせて収益拡大が見込まれます。

（２）キャッシュフロー

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、当中間連結会計期間末には1,189,447

千円（前年同期比39,696千円減少）となりました。

  また、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

 (ア)営業活動によるキャッシュ・フロー

  当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュフローは、主に法人税等の支払額62,900千円等により、

17,354千円（前年同期比7,643千円増加）の収入となりました。

 (イ)投資活動によるキャッシュ・フロー

  当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュフローは、主に業務提携に伴う投資有価証券の取得、サー

バー等の固定資産の購入により、382,949千円（前年同期比289,519千円増加）の支出となりました。

 (ウ)財務活動によるキャッシュ・フロー

  当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュフローは、第三者割当増資及び新株予約権の行使により

292,370千円（前年同期比282,870千円増加）の収入となりました。

２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当社グループは、生産に該当する事項がないため記載を省略しております。
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(2）受注状況

　当社グループは、受注から納品までが短期間のため記載を省略しております。

(3）販売実績

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前年同期比（％）

 ポータル事業（千円） 237,396 66.2

 ソリューション事業（千円） 371,275 47.7

 音楽事業（千円） 2,894 △58.1

合計（千円） 611,566 52.5

　（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。

３【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。

５【研究開発活動】

該当事項はありません。 
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

２【設備の新設、除却等の計画】

　当中間連結会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありませ

ん。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 193,200

計 193,200

 　　 ②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（平成19年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年３月27日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 76,535 76,535
名古屋証券取引所

（セントレックス）
―

計 76,535 76,535 ― ―

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成20年３月１日からこの半期報告書提出日までの新株引受権及び新株予約権の

行使により発行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

①旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権（ストックオプション）に関する事項は次のと

おりであります。

（平成16年６月24日臨時株主総会決議）

区分
中間会計期間末現在
（平成19年12月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年２月29日）

新株予約権の数（個）
1,375

(注)１
同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）
1,375

(注)１
同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 20,000 同左

新株予約権の行使期間
 平成18年７月１日から

 平成26年５月31日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　20,000

資本組入額　10,000
同左

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については

取締役会の承認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―

　（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予

約権の目的となる株式の数を減じた数であります。

２．当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、新

株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結

果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。
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３．当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行（新株予約権の行使の場合および平成14年４月１日改正前

商法に定める新株引受権証券ならびに同法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。）

または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数

は切上げる。

調整後行使価額＝

既発行

株式数
×
調整前

行使価額
＋
新規発行又は

処分株式数
×
１株当たり払込金額又は

処分価額

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とする。

また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。

４．主な行使条件は以下のようになっております。

(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続

により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
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(2) 新株予約権発行時において当社または当社子会社の取締役および従業員であった者は、新株予約権行使時

においても当社、当社子会社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。ただし、任

期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場

合はこの限りでない。

(3) その他の権利行使の条件は、本件新株予約権発行の株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予

約権の割当を受ける者の間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるものとする。

（平成16年６月24日臨時株主総会決議）

区分
中間会計期間末現在
（平成19年12月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年２月29日）

新株予約権の数（個） 60 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 60 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 20,000 同左

新株予約権の行使期間
 平成16年７月１日から

 平成26年５月31日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　20,000

資本組入額　　10,000
同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡につい

ては取締役会の承認を要

する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―

　（注）１．当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、新

株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結

果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。

２．当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行（新株予約権の行使の場合および平成14年４月１日改正前

商法に定める新株引受権証券ならびに同法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。）

または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数

は切上げる。

調整後行使価額＝

既発行

株式数
×
調整前

行使価額
＋
新規発行又は

処分株式数
×
１株当たり払込金額又は

処分価額

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とする。

また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。

３．主な行使条件は以下のようになっております。

(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。
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(2) 新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数および行使の時期について、当社取締役会の

承認を要するものとする。

(3) その他の権利行使の条件は、本件新株予約権発行の株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予

約権の割当を受ける者の間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるものとする。

（平成17年４月11日臨時株主総会決議）

区分
中間会計期間末現在
（平成19年12月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年２月29日）

新株予約権の数（個）
70

(注)１
同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）
 70

(注)１
同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 20,000 同左

新株予約権の行使期間
 平成19年５月１日から

 平成27年３月31日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　20,000

資本組入額　　10,000
同左

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡につい

ては取締役会の承認を要

する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―

　（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予

約権の目的となる株式の数を減じた数であります。

２．当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、新

株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結

果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。

３．当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行（新株予約権の行使の場合および平成14年４月１日改正前

商法に定める新株引受権証券ならびに同法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。）

または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数

は切上げる。

調整後行使価額＝

既発行

株式数
×
調整前

行使価額
＋
新規発行又は

処分株式数
×
１株当たり払込金額又は

処分価額

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とする。

また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。

４．主な行使条件は以下のようになっております。

(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続

により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
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(2) 新株予約権発行時において当社または当社子会社の取締役および従業員であった者は、新株予約権行使時

においても当社、当社子会社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。ただし、任

期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場

合はこの限りでない。

(3) その他の権利行使の条件は、本件新株予約権発行の株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予

約権の割当を受ける者の間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるものとする。

（平成17年９月27日定時株主総会決議）

区分
中間会計期間末現在
（平成19年12月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年２月29日）

新株予約権の数（個）
270

(注)１
同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）
270

(注)１
同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 20,000 同左

新株予約権の行使期間
 平成19年10月１日から

 平成27年８月31日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　20,000

資本組入額　10,000
同左

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡につい

ては取締役会の承認を要

する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―

　（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予

約権の目的となる株式の数を減じた数であります。

２．当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、新

株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結

果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。

３．当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行（新株予約権の行使の場合および平成14年４月１日改正前

商法に定める新株引受権証券ならびに同法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。）

または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数

は切上げる。

調整後行使価額＝

既発行

株式数
×
調整前

行使価額
＋
新規発行又は

処分株式数
×
１株当たり払込金額又は

処分価額

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とする。

また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
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４．主な行使条件は以下のようになっております。

(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続

により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。

(2) 新株予約権発行時において当社または当社子会社の取締役および従業員であった者は、新株予約権行使　

時においても当社、当社子会社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。ただし、

任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した

場合はこの限りでない。

(3) その他の権利行使の条件は、本件新株予約権発行の株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予

約権の割当を受ける者の間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるものとする。

（平成17年９月27日定時株主総会決議）

区分
中間会計期間末現在
（平成19年12月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年２月29日）

新株予約権の数（個）
200

(注)１
同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）
200

(注)１
同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 20,000 同左

新株予約権の行使期間
 平成17年10月１日から

 平成27年８月31日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　20,000

資本組入額　10,000
同左

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡につい

ては取締役会の承認を要

する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―

　（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予

約権の目的となる株式の数を減じた数であります。

２．当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、新

株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結

果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。

３．当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行（新株予約権の行使の場合および平成14年４月１日改正前

商法に定める新株引受権証券ならびに同法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。）

または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数

は切上げる。

調整後行使価額＝

既発行

株式数
×
調整前

行使価額
＋
新規発行又は

処分株式数
×
１株当たり払込金額又は

処分価額

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とする。

また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。

４．主な行使条件は以下のようになっております。
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(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。

(2) 新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数および行使の時期について、当社取締役会の

承認を要するものとする。

(3) その他の権利行使の条件は、本件新株予約権発行の株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予

約権の割当を受ける者の間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるものとする。

②会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権（ストックオプション）に関する事項は次のと

おりであります。

（平成18年９月23日　定時株主総会決議）

区分
中間会計期間末現在
（平成19年12月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年２月29日）

新株予約権の数（個）
120

(注)１
同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）
120

(注)１
同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 71,453 同左

新株予約権の行使期間
 平成21年10月１日から

 平成26年９月30日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　71,453

資本組入額　35,727
同左

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡につい

ては取締役会の承認を要

する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―

　（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予

約権の目的となる株式の数を減じた数であります。

２．当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、新

株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結

果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。

３．当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価

額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額＝

既発行

株式数
×
調整前

行使価額
＋
新規発行又は

処分株式数
×
１株当たり払込金額又は

処分価額

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とする。

また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。

４．主な行使条件は以下のようになっております。

(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。

(2) 新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数および行使の時期について、当社取締役会の

承認を要するものとする。

(3) その他の権利行使の条件は、本件新株予約権発行の株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予
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約権の割当を受ける者の間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるものとする。

（平成18年９月23日　定時株主総会決議）

区分
中間会計期間末現在
（平成19年12月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年２月29日）

新株予約権の数（個）
190

(注)１
同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）
190

(注)１
同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 71,453 同左

新株予約権の行使期間
 平成20年10月１日から

 平成25年９月30日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　71,453

資本組入額　35,727
同左

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡につい

ては取締役会の承認を要

する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―

　（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予

約権の目的となる株式の数を減じた数であります。

２．当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、新

株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結

果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。

３．当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価

額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額＝

既発行

株式数
×
調整前

行使価額
＋
新規発行又は

処分株式数
×
１株当たり払込金額又は

処分価額

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とする。

また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。

４．主な行使条件は以下のようになっております。

(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。

(2) 新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数および行使の時期について、当社取締役会の

承認を要するものとする。

(3) その他の権利行使の条件は、本件新株予約権発行の株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予

約権の割当を受ける者の間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるものとする。

（３）【ライツプランの内容】

　     該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】
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年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

 平成19年10月19日

（注）１
4,500 76,325 144,585 830,358 144,585 800,158

平成19年７月１日～

平成19年12月31日 

（注）２

210 76,535 1,600 831,958 1,600 801,758

　（注）１．有償第三者割当

発行価格64,260円

資本組入額32,130円

割当先：楽天株式会社

２．新株引受権及び新株予約権の行使　　　210株

（５）【大株主の状況】

 平成19年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

兼元　謙任 東京都町田市 20,790 27.2

楽天㈱ 東京都港区六本木6-10-1 15,950 20.8

㈱インプレスホールディングス 東京都千代田区三番町20 7,050 9.2

㈱サードウェーブ
東京都千代田区外神田4-6-1

塩田トゥール秋葉原ビル
4,000 5.2

㈱ブイ・シー・エヌ 東京都渋谷区恵比寿西1丁目8-1 2,500 3.3

㈱南日本銀行 鹿児島市山下町1丁目1 2,173 2.8

福田　道夫 東京都目黒区 2,160 2.8

㈱オープンドア
東京都港区赤坂6丁目4-2

赤坂MSビル2階
2,000 2.6

佐野　力 東京都世田谷区 1,626 2.1

杉浦　元 東京都江東区 1,350 1.8

計 － 59,599 77.9

 （注）楽天㈱は、平成19年10月19日の当社第三者割当増資の引受先となり、かつ従来の既存株主から当社株式を取得して

いるため、当中間会計期間末において主要株主となっております。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成19年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ─ ─ ─

議決権制限株式（自己株式等） ─ ─ ─

議決権制限株式（その他） ─ ─ ─

完全議決権株式（自己株式等） ─ ─ ─

完全議決権株式（その他） 普通株式 76,535 76,535 ─

端株 ― ─ ─

発行済株式総数 76,535 ─ ─

総株主の議決権 ─ 76,535 ─

②【自己株式等】

 平成19年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所
有株式数
（株）

他人名義所
有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％）

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―
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２【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成19年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 72,500 71,000 69,500 82,200 79,000 66,800

最低（円） 66,500 65,000 59,000 63,200 60,000 57,900

　（注）　最高・最低株価は、名古屋証券取引所セントレックスにおけるものであります。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

 

退任役員

役名 職名 氏名 異動年月日

 取締役 ―  田坂　広志 平成19年11月30日
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第５【経理の状況】

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前中間連結会計期間（平成18年７月１日から平成18年12月31日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間（平成19年７月１日から平成19年12月31日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づいて作成しております。

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前中間会計期間（平成18年７月１日から平成18年12月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年７月１日から平成19年12月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。

２．監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年７月１日から平成18年12月31日ま

で）の中間連結財務諸表、及び前中間会計期間（平成18年７月１日から平成18年12月31日まで）の中間財務諸表につ

いて、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年７月１日から平成

19年12月31日まで）の中間連結財務諸表、及び当中間会計期間（平成19年７月１日から平成19年12月31日まで）の中

間財務諸表について、監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

１【中間連結財務諸表等】

（１）【中間連結財務諸表】

①【中間連結貸借対照表】

  
前中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   1,229,143   1,189,447   1,263,288  

２. 受取手形   470   1,050   ―  

３. 売掛金   156,179   172,034   159,955  

４．前払費用   16,120   26,185   23,375  

５．繰延税金資産   3,513   18,598   5,218  

６．その他   4,368   4,963   641  

貸倒引当金   △93   △101   △94  

流動資産合計   1,409,703 86.3  1,412,177 69.7  1,452,384 82.9

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1)建物附属設備  3,713   23,100   21,870   

減価償却累計額  1,874 1,838  3,501 19,599  1,478 20,391  

(2)器具及び備品  137,438   222,578   163,115   

減価償却累計額  65,574 71,864  106,689 115,889  82,871 80,244  

有形固定資産合計   73,703 4.5  135,488 6.7  100,636 5.8

２．無形固定資産           

 （1)のれん   10,397   8,208   9,302  

(2)特許権   3,808   3,044   3,472  

(3)商標権   4,893   6,389   6,169  

(4)意匠権   171   146   152  

(5)ソフトウェア   23,743   49,367   44,304  
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前中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

(6)ソフトウェア仮勘
定

  5,870   25,758   7,052  

無形固定資産合計   48,885 3.0  92,915 4.5  70,454 4.0

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券   72,213   259,768   72,213  

(2)長期貸付金   ―   30,000   ―  

(3)差入保証金   18,776   81,564   43,002  

(4)繰延税金資産   5,383   9,059   7,099  

(5)その他   4,892   5,943   5,418  

投資その他の資産
合計

  101,265 6.2  386,336 19.1  127,733 7.3

固定資産合計   223,854 13.7  614,740 30.3  298,824 17.1

資産合計   1,633,557 100.0  2,026,917 100.0  1,751,209 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   4,647   12,924   9,735  

２．未払金   48,695   138,312   55,176  

３．未払法人税等   35,115   20,420   65,934  

４．未払消費税等   7,753   6,225   12,085  

５．前受金   11,126   19,803   25,859  

６．預り金   10,048   13,182   9,504  

流動負債合計   117,387 7.2  210,869 10.4  178,296 10.2

負債合計   117,387 7.2  210,869 10.4  178,296 10.2

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   681,023 41.7  831,958 41.0  685,773 39.1

２．資本剰余金   650,823 39.8  801,758 39.6  655,573 37.4

３．利益剰余金   173,151 10.6  175,770 8.7  223,319 12.8

株主資本合計   1,504,997 92.1  1,809,486 89.3  1,564,665 89.3

Ⅱ　新株予約権   ― ―  1,924 0.1  ― ―

Ⅲ　少数株主持分   11,173 0.7  4,636 0.2  8,247 0.5

純資産合計   1,516,170 92.8  1,816,047 89.6  1,572,913 89.8

負債純資産合計   1,633,557 100.0  2,026,917 100.0  1,751,209 100.0
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②【中間連結損益計算書】

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   401,021 100.0  611,566 100.0  923,634 100.0

Ⅱ　売上原価   162,541 40.5  247,518 40.5  362,080 39.2

売上総利益   238,480 59.5  364,048 59.5  561,554 60.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  174,500 43.5  358,174 58.5  397,398 43.0

営業利益   63,979 16.0  5,873 1.0  164,155 17.8

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  82   1,712   636   

２．講演料等収入  ―   848   1,000   

３．雑収入  458 541 0.1 63 2,624 0.4 59 1,697 0.2

Ⅴ　営業外費用           

１．株式交付費  ―   1,089   ―   

２．為替差損  ―   558   ―   

３．持分法による投資
損失

 ―   16,044   ―   

４．雑損失  ― ― ― ― 17,692 2.9 218 218 0.1

経常利益(△損失)   64,521 16.1  △9,195 △1.5  165,634 17.9

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入額  796 796 0.2 ― ― ― 764 764 0.1

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※２ 247   ―   2,205   

２．本社移転費用  ―   ―   6,310   

３．補償損失  ―   40,000   ―   

４．出版匿名組合清算
損

 959 1,206 0.3 ― 40,000 6.5 753 9,269 1.0

税金等調整前中間
(当期)純利益(△損
失)

  64,111 16.0  △49,195 △8.0  157,129 17.0

法人税、住民税及び
事業税

 32,634   17,304   81,830   

法人税等調整額  △796 31,837 7.9 △15,339 1,965 0.4 △4,217 77,613 8.4

少数株主損失   △979 △0.2  △3,610 △0.6  △3,904 △0.4

中間(当期)純利益
(△損失)

  33,253 8.3  △47,549 △7.8  83,421 9.0
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③【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年６月30日　残高（千円） 676,273 646,073 139,898 1,462,244

中間連結会計期間中の変動額     

新株の発行 4,750 4,750  9,500

中間純利益   33,253 33,253

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

    

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

4,750 4,750 33,253 42,753

平成18年12月31日　残高（千円） 681,023 650,823 173,151 1,504,997

 少数株主持分 純資産合計

平成18年６月30日　残高（千円） 1,141 1,463,385

中間連結会計期間中の変動額   

新株の発行  9,500

中間純利益  33,253

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

10,031 10,031

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

10,031 52,784

平成18年12月31日　残高（千円） 11,173 1,516,170

当中間連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年６月30日　残高（千円） 685,773 655,573 223,319 1,564,665

中間連結会計期間中の変動額     

新株の発行 146,185 146,185  292,370

中間純損失   △47,549 △47,549

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

    

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

146,185 146,185 △47,549 244,820

平成19年12月31日　残高（千円） 831,958 801,758 175,770 1,809,486

 新株予約権 少数株主持分 純資産合計

平成19年６月30日　残高（千円） ― 8,247 1,572,913

中間連結会計期間中の変動額    

新株の発行   292,370

中間純損失   △47,549

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

1,924 △3,610 △1,686

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

1,924 △3,610 243,134

平成19年12月31日　残高（千円） 1,924 4,636 1,816,047

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年６月30日　残高（千円） 676,273 646,073 139,898 1,462,244

連結会計年度中の変動額     
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株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

新株の発行 9,500 9,500  19,000

当期純利益   83,421 83,421

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

    

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

9,500 9,500 83,421 102,421

平成19年６月30日　残高（千円） 685,773 655,573 223,319 1,564,665

 少数株主持分 純資産合計

平成18年６月30日　残高（千円） 1,141 1,463,385

連結会計年度中の変動額   

新株の発行  19,000

当期純利益  83,421

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

7,105 7,105

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

7,105 109,527

平成19年６月30日　残高（千円） 8,247 1,572,913
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

税金等調整前中間（当期）純
利益(△損失)

 64,111 △49,195 157,129

減価償却費  32,389 62,423 79,338

のれん償却額  547 1,094 1,641

持分法による投資損失  ― 16,044 ―

固定資産除却損  247 ― 2,205

出版匿名組合清算損  959 ― 753

貸倒引当金の増減額（△減少
額）

 △1,006 7 △1,005

受取利息  △82 △1,712 △636

売上債権の増加額  △19,549 △13,128 △22,855

前払費用の増加額  △8,568 △2,810 △15,823

仕入債務の増加額  899 3,189 5,987

未払金の増減額（△減少額）  △29,192 72,565 △19,095

未払消費税等の増減額（△減
少額）

 707 △5,859 5,040

前受金の増減額（△減少額）  △7,340 △6,055 7,391

預り金の増加額  3,326 3,678 2,782

その他  △4,784 △1,699 △900

小計  32,662 78,542 201,952

利息の受取額  82 1,712 636

法人税等の支払額  △23,035 △62,900 △42,022

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 9,710 17,354 160,567

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

有形固定資産の取得による支
出

 △5,850 △58,164 △57,104

無形固定資産の取得による支
出

 △15,665 △52,096 △66,531

投資有価証券の取得による支
出 

 △72,000 △203,600 △72,000

長期貸付けによる支出  ― △30,000 ―

保証金の差入による支出  ― △38,562 △42,760

保証金の返還による収入  ― ― 18,534

保険積立金による支出  △514 △525 △1,040

連結の範囲の変更を伴う子会
社株式の取得による収入

※２ 601 ― 601

その他  ― ― 659

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △93,429 △382,949 △219,642

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

 　　 株式の発行による収入  9,500 292,370 19,000

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 9,500 292,370 19,000

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算
差額

 ― △616 ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額  △74,219 △73,841 △40,075

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,303,363 1,263,288 1,303,363

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

※１ 1,229,143 1,189,447 1,263,288
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　　　　２社 連結子会社の数　　　　　２社 連結子会社の数　　　　　２社

 　連結子会社名

　株式会社OK LABEL

　連結子会社名

　株式会社OK LABEL

　連結子会社名

　株式会社OK LABEL

 　オウケイノーツ株式会社

　上記のうち、オウケイノーツ株式

会社については、当中間連結会計期

間において新たに株式を取得した

ことにより、連結の範囲に含めてお

ります。

　オウケイノーツ株式会社

 

 オウケイノーツ株式会社

　上記のうち、オウケイノーツ株式

会社については、当連結会計年度に

おいて新たに株式を取得したこと

により、連結の範囲に含めておりま

す。

２．持分法の適用に関する事

項

該当事項はありません。 (1) 持分法適用の関連会社の数　　　

２社

　会社名

　　株式会社OKライフ

    株式会社オープンコム

　上記２社については、当中間連結

会計期間において新たに株式を取

得したことにより、持分法の適用範

囲に含めております。

(2) 持分法適用会社のうち、中間決

算日が中間連結決算日と異な

る会社については、各社の事業

年度又は四半期会計期間に係

る財務諸表を使用しておりま

す。

該当事項はありません。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社のうち、株式会社

OK LABELの中間期の末日は、中間

連結決算日と一致しております。オ

ウケイノーツ株式会社の中間決算

日は、９月30日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、連結子会社の中間決算日現在

の財務諸表を使用しております。た

だし、中間連結決算日までに発生し

た重要な取引については、連結上必

要な調整を行っております。

　同左 　連結子会社のうち、株式会社

OK LABELの決算日は、連結決算日

と一致しております。オウケイノー

ツ株式会社の決算日は、３月31日で

あります。

　連結財務諸表の作成にあたって

は、連結子会社の決算日現在の財務

諸表を使用しております。ただし、

連結決算日までに発生した重要な

取引については、連結上必要な調整

を行っております。

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

その他有価証券

 時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しており

ます。

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

その他有価証券

 時価のあるもの

同左

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

その他有価証券

 時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しておりま

す。

  時価のないもの

移動平均法による原価法を採

用しております。

 時価のないもの

同左

時価のないもの

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

 (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

　定率法を採用しております。

（ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法を採用し

ております。）

 

 

 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

　定率法を採用しております。な

お、平成19年３月31日以前に取得

した固定資産については、旧定率

法によっております。また、平成

10年４月１日以降に取得した建

物（附属設備を除く。）について

は定額法を採用しております。

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

 

 　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

 建物附属設備　３～18年

器具及び備品　４～８年

 建物附属設備　８～18年

 器具及び備品　４～10年

 建物附属設備　８～18年

 器具及び備品　４～10年

 ②　無形固定資産

 定額法を採用しております。

　なお、自社利用ソフトウェアに

ついては、社内における利用可能

期間（６ヶ月～２年）に基づい

ております。　

　また、のれんは５年以内で均等

償却しております。　

②　無形固定資産

 同左

　

②　無形固定資産

　同左 

 

    

 (3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

    

 (4）――――― (4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間連

結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。

(4）―――――

    

 (5）重要なリース取引の処理方法

　当社及び国内連結子会社は、

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によって

おります。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

    

 (6）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(6）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

同左

(6）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

 

消費税等の会計処理

同左

    

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。

同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

 (企業結合に係る会計基準等)

　当中間連結会計期間より、「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会平成15年10

月31日）及び「事業分離等に関する会計基

準」（企業会計基準第７号平成17年12月27

日）並びに「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会

計基準適用指針第10号平成17年12月27日）

を適用しております。

―――― (企業結合に係る会計基準等)

　当連結会計年度より、「企業結合に係る会

計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31

日）及び「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第7号　平成17年12月27日）

並びに「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第10号　平成17年12月27日　最終

改正平成18年12月22日）を適用しておりま

す。

  (固定資産の減価償却の方法)

　当連結会計年度より、「所得税法等の一部

を改正する法律」（平成19年法律第６号）、

「法人税法施行令の一部を改正する政令」

（平成19年政令第83号）及び「減価償却資

産の耐用年数等に関する省令の一部を改正

する省令」（平成19年財務省令第21号）が

平成19年４月１日から施行されたことに伴

い、平成19年４月１日以降に取得したものに

ついては、改正後の法人税法に基づく方法に

変更しております。

　この変更による損益への影響は軽微であり

ます。

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

────── (中間連結損益計算書)

　前中間連結会計期間において、営業外収益の「雑収入」と

して表示していた講演料等収入（458千円）は、当中間連結

会計期間より「講演料等収入」として表示しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年12月31日）

前連結会計年度末
（平成19年６月30日）

該当事項はありません。 同左 同左

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

   

役員報酬 36,060千円

従業員給与 43,468千円

支払報酬・手数料 34,147千円

役員報酬       64,110千円

従業員給与       79,779千円

支払報酬・手数料      41,242千円

広告宣伝費       51,160千円

のれん償却額    1,094千円

貸倒引当金繰入額    7千円

役員報酬       75,157千円

従業員給与      112,875千円

支払報酬・手数料       54,820千円

広告宣伝費       43,952千円

のれん償却額    1,641千円

 ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおり

     であります。

特許権 247千円 

※２　　　　　　　　　―  ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおり

　　 であります。

建物及び構築物   1,215千円

器具及び備品 34千円

特許権 650千円

商標権 304千円

合計  2,205千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期
間増加株式数

（株）

当中間連結会計期
間減少株式数

（株）

当中間連結会計期
間末株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 70,400 475 ― 70,875

合計 70,400 475 ― 70,875

自己株式     

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

　（注）新株予約権の行使による増加　475株

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項

　　該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期
間増加株式数

（株）

当中間連結会計期
間減少株式数

（株）

当中間連結会計期
間末株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 71,825 4,710 ― 76,535

合計 71,825 4,710 ― 76,535

自己株式     

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

　（注）増加数の内訳は、次のとおりであります。

        第三者割当による新株の発行による増加　　4,500株

        新株予約権の行使による増加　　　　　　　　210株

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － 1,924

合計 － － － － － 1,924

３．配当に関する事項

　　該当事項はありません。 

前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）
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１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 70,400 1,425 － 71,825

合計 70,400 1,425 － 71,825

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

新株引受権の行使による増加　　　950株

新株予約権の行使による増加　　  475株

 

 　　　 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　　　　該当事項はありません。  

 

３．配当に関する事項

　　該当事項はありません。 
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に記載されている科

目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に記載されている科

目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に記載されている科目の金額

との関係

 （千円）

現金及び預金勘定 1,229,143

現金及び現金同等物 1,229,143

 （千円）

現金及び預金勘定 1,189,447

現金及び現金同等物 1,189,447

 （千円）

現金及び預金勘定 1,263,288

現金及び現金同等物 1,263,288

※２．株式の取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳

　株式の取得により新たにオウケイノーツ株

式会社を連結したことに伴う連結開始時の資

産及び負債の内訳並びに同社株式の取得価額

と株式取得のための収入（純額）との関係は

次のとおりであります。

（千円）

流動資産 35,755

のれん 10,944

流動負債 △689

少数株主持分 △11,010

株式の取得価額 35,000

現金及び現金同等物 △35,601

差引:株式の取得による収入 601

（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

　会社の事業内容に照らして重要性が乏し

く、また契約１件当たりの金額が少額のた

め、中間連結財務諸表規則第15条において準

用する財務諸表等規則第８条の６第６項の

規定により、記載を省略しております。

　会社の事業内容に照らして重要性が乏し

く、また契約１件当たりの金額が少額のた

め、中間連結財務諸表規則第15条において準

用する財務諸表等規則第８条の６第１項但

書の規定により、記載を省略しております。

　会社の事業内容に照らして重要性が乏し

く、また契約１件当たりの金額が少額のた

め、連結財務諸表規則第15条の３において準

用する財務諸表等規則第８条の６第６項の

規定により、記載を省略しております。
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年12月31日現在）

１．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

　　　非上場株式 72,213

  

当中間連結会計期間末（平成19年12月31日現在）

１．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

　　　非上場株式 162,213

  

前連結会計年度末（平成19年６月30日現在）

１．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

　　　非上場株式 72,213

  

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成18年12月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

当中間連結会計期間末（平成19年12月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

前連結会計年度末（平成19年６月30日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31日）

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

　販売費及び一般管理費　　　　　　　　　　　1,924千円

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 第10回新株予約権 第11回新株予約権

付与対象者の区分及び人数
当社取締役５名

当社監査役３名
当社従業員11名

株式の種類別のストック・オプ

ションの付与数
普通株式　120株 普通株式　190株

付与日 平成19年９月14日 平成19年９月14日

権利確定条件

  新株予約権者は、権利行使時におい

ても当社の取締役、監査役、従業員また

は顧問の地位にあることを要するもの

とする。ただし、当社取締役会において

承認を得た場合にはこの限りではな

い。

　この他、新株予約権の行使の条件は、

当社取締役会決議に基づき、当社と新

株予約権者との間で締結する新株予約

権割当契約に定めるところによる。

同左 

対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。 同左

権利行使期間
平成21年10月１日から

平成26年９月30日まで

平成20年10月１日から

平成25年９月30日まで

権利行使価格（円） 71,453 71,453

付与日における公正な評価単価

（円） 
28,124 23,686

前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容

 第１回新株引受権 第２回新株引受権 第１回新株予約権 第２回新株予約権

 付与対象者の区分及

び人数
当社取締役　６名

当社取締役　２名

当社従業員　２名

当社取締役　４名

当社従業員　20名
当社従業員　６名

 ストック・オプショ

ン数　（注）
普通株式　1,500株 普通株式　200株 普通株式　2,040株 普通株式　70株

 付与日 平成12年６月17日 平成12年12月27日 平成16年７月28日 平成16年９月17日

 権利確定条件
権利確定条件は付され

ておりません。
同左 同左 同左

 対象勤務期間
対象勤務期間の定めは

ありません。
同左 同左 同左

 権利行使期間
平成14年７月１日から

平成19年6月30日まで 

平成15年１月１日から

平成19年12月31日まで 

平成18年７月１日から

平成26年５月31日まで 

平成18年７月１日から

平成26年５月31日まで 

 第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権

 付与対象者の区分及

び人数
外部協力者　２名 当社従業員　４名 外部協力者　１名 当社従業員　11名

 ストック・オプショ

ン数　（注）
普通株式　60株 普通株式　90株 普通株式　100株 普通株式　160株

 付与日 平成16年９月17日 平成17年４月18日 平成17年９月27日 平成17年10月17日

EDINET提出書類

株式会社オウケイウェイヴ(E05587)

半期報告書

34/58



 第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権

 権利確定条件
権利確定条件は付され

ておりません。
同左 同左 同左

 対象勤務期間
対象勤務期間の定めは

ありません。
同左 同左 同左

 権利行使期間
平成16年10月１日から

平成26年５月31日まで 

平成19年５月１日から

平成27年３月31日まで 

平成17年10月１日から

平成27年８月31日まで 

平成19年10月１日から

平成27年８月31日まで 

 第７回新株予約権 第８回新株予約権

 付与対象者の区分及

び人数
外部協力者　１名 当社従業員　12名

 ストック・オプショ

ン数　（注）
普通株式　100株 普通株式　140株

 付与日 平成17年10月17日 平成18年２月20日

 権利確定条件
権利確定条件は付され

ておりません。
同左

 対象勤務期間
対象勤務期間の定めは

ありません。
同左

 権利行使期間
平成17年11月１日から

平成27年８月31日まで 

平成19年10月１日から

平成27年８月31日まで 

 （注）株式数に換算して記載しております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自平成18年７月１日　至平成18年12月31日）

 
ポータル事業
（千円）

ソリュー
ション事業
（千円）

音楽事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 142,821 251,285 6,915 401,021 ― 401,021

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
― ― ― ― ― ―

計 142,821 251,285 6,915 401,021 ― 401,021

営業費用 83,275 86,391 16,557 186,225 150,816 337,042

営業利益（△営業損失） 59,545 164,893 △9,642 214,796 △150,816 63,979

当中間連結会計期間（自平成19年７月１日　至平成19年12月31日）

 
ポータル事業
（千円）

ソリュー
ション事業
（千円）

音楽事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 237,396 371,275 2,894 611,566 ― 611,566

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
― ― 224 224 △224 ―

計 237,396 371,275 3,118 611,790 △224 611,566

営業費用 178,543 175,631 21,779 375,954 229,738 605,693

営業利益（△営業損失） 58,853 195,643 △18,661 235,835 △229,962 5,873

前連結会計年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）

 
ポータル事業
（千円）

ソリュー
ション事業
（千円）

音楽事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 310,156 602,979 10,498 923,634 － 923,634

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

計 310,156 602,979 10,498 923,634 － 923,634

営業費用 206,209 186,595 25,908 418,714 340,764 759,478

営業利益（△営業損失） 103,946 416,384 △15,410 504,920 △340,764 164,155

（注）１．事業区分の方法

事業は、製品・サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品・サービス

事業区分 主要製品・サービス

ポータル事業 連携サービス、広告サービス

ソリューション事業 OKWave Quick-A、OKWave ASK-OK

音楽事業 音楽ソフト企画
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３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

 

前中間連結会計

期間

当中間連結会計

期間
前連結会計年度

主な内容

（千円） （千円） （千円）

消去又は全社の項目に含めた

配賦不能営業費用
150,816 229,962 340,764

役員報酬及び管理

部門に係る費用等

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）、当中間連結会計期間（自　平成19年７月１

日　至　平成19年12月31日）及び前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）において

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

前中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）、当中間連結会計期間（自　平成19年７月１

日　至　平成19年12月31日）及び前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）において

海外売上高は、いずれも連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

１株当たり純資産額 21,234円53銭

１株当たり

中間純利益金額
472円01銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

452円58銭

１株当たり純資産額 23,642円60銭

１株当たり

中間純損失金額
645円30銭

　潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式は存在す

るものの、１株当たり中間純損失であ

るため記載を省略しております。

１株当たり純資産額 21,784円42銭

１株当たり

当期純利益金額
1,180円15銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

1,135円61銭

　（注）１.　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間末
（平成18年12月31日)

当中間連結会計期間末
（平成19年12月31日)

前連結会計年度末
（平成19年６月30日)

純資産の部の合計額（千円） 1,516,170 1,816,047 1,572,913

純資産の部の合計額から控除する

金額（千円）
11,173 6,561 8,247

（うち新株予約権）  （―） (1,924)  （―）

（うち少数株主持分）  （11,173） (4,636) (8,247) 

普通株式に係る中間期末（期末）

の純資産額（千円）
1,504,997 1,809,486 1,564,665

１株当たり純資産額の算定に用い

られた中間期末（期末）の普通株

式の数 

70,875 76,535 71,825

      ２.　１株当たり中間（当期）純利益(純損失)金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上

の基礎は以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

１株当たり中間（当期）純利益(純

損失)金額
   

　中間（当期）純利益(純損失△)　

　(千円)
33,253 △47,549 83,421

　普通株主に帰属しない金額

　(千円)
― ― ―

　普通株式に係る中間（当期）

　純利益(純損失△)（千円）
33,253 △47,549 83,421

　期中平均株式数（株） 70,450 73,686 70,687

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額 

　　　　　　 　　　　　　 　　　　

　中間（当期）純利益調整額

　（千円） 　

― ―  ―

　普通株式増加数（株） 　　　　　　3,024 　　　　　　    ―  　　　　　    2,772  

 （うち新株引受権）  　　    　　(957) 　　　　　　　 (―) 　　 　(923)

 （うち新株予約権） 　　　　　 （2,067） 　　　　　　　 (―)  （1,849）
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前中間連結会計期間

(自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間(当期)

純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要

 

―

旧商法に基づく新株予約

権８種類(新株予約権の

数1,975個)、会社法に基づ

く新株予約権２種類(新

株予約権の数310個)

 

―
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

 

―――――――

１．平成20年２月８日開催の当社取締役会にお

いて、当社の連結子会社である株式会社

OK LABELの株式を譲渡することを決議し、平

成20年２月14日に譲渡しました。本株式譲渡に

伴い、株式会社OK LABELは当社子会社に該当

しなくなります。

(1) 株式譲渡の理由

　当社グループのポータル事業の宣伝効果を高

める目的で行ってきた音楽事業を、株式会社

OK LABELが担ってきましたが、プロジェクト

のヒットに収益が大きく依存するエンターテイ

メントの特質を考慮すると、計画通りの業績を

確実に上げていくことが困難なため、株式会社

OK LABELの全株式を同社の松浦社長に譲渡す

ることといたしました。

(2) 株式会社OK LABELの概要

① 商号　　株式会社OK LABEL

② 代表者　代表取締役社長　松浦新平

③ 所在地　東京都渋谷区恵比寿1-19-15 

　　　　　　ウノサワ東急ビル

④ 設立年月日　　　平成17年7月11日

⑤ 主な事業の内容　音楽レーベルの運営

⑥ 決算期　　6月

⑦ 従業員数　1名

⑧ 資本金　　1千万円

⑨ 発行済株式総数　200株

⑩ 株主　株式会社オウケイウェイヴ 90%

　　　　　松浦新平 10%

(3) 株式の譲渡先

　松浦新平　

（現　株式会社OK LABEL　代表取締役社長）

(4) 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株

式の状況

① 異動前の所有株式数

　180株（所有割合　90%）

② 譲渡株式数　　　　

　180株（譲渡価額　900万円※）

③ 異動後の所有株式数　

  0株（所有割合　 0%）

※ 譲渡価額は取得価額と同額です。

(5) 日程

平成20年2月8日　取締役会決議

平成20年2月14日　株式売買契約締結及び株式譲

渡

１．平成19年９月14日開催の当社取締役会におい

て、第７回定時株主総会決議で承認されたストック

オプションとして発行する新株予約権の具体的な発

行内容について以下のとおり決議し、新株予約権を

発行しました。

 (1)新株予約権の発行日 平成19年９月14日

 (2)新株予約権の発行数
120個（新株予約権1個

につき1株）

 (3)新株予約権の発行価

額
無償

 (4)新株予約権の目的と

なる株式の種類及び

数

当社普通株式120株

 (5)新株予約権の行使に

際しての払込金額
１株につき71,453円

 (6)新株予約権の行使に

より発行する株式の

発行価額の総額

8,574,360円

 (7)新株予約権の行使期

間

平成21年10月1日から

平成26年9月30日まで

 (8)新株予約権の行使に

より新株を発行する

場合の発行価額のう

ち資本に組入れる額

4,287,180円（1株につき

35,727円）

 (9)新株予約権の割当対

象者数

当社取締役　5名

当社監査役　3名

 (1)新株予約権の発行日 平成19年９月14日

 (2)新株予約権の発行数
190個（新株予約権1個

につき1株）

 (3)新株予約権の発行価

額
無償

 (4)新株予約権の目的と

なる株式の種類及び

数

当社普通株式190株

 (5)新株予約権の行使に

際しての払込金額
１株につき71,453円

 (6)新株予約権の行使に

より発行する株式の

発行価額の総額

13,576,070円

 (7)新株予約権の行使期

間

平成20年10月1日から

平成25年9月30日まで

 (8)新株予約権の行使に

より新株を発行する

場合の発行価額のう

ち資本に組入れる額

6,788,035円（1株につき

35,727円）

 (9)新株予約権の割当対

象者数
当社従業員　11名
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前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

 

―――――――

２．平成20年３月11日開催の当社取締

役会において、第三者割当による新株式

発行を以下のとおり決議いたしました。

　

(1)発行新株式の種類及び数

 当社普通株式　9,000株

(2)発行価額

 1株につき 金28,903円

(3)発行価額の総額

 260,127,000円

(4)資本組入額

 130,063,500円

(5)申込期間

 平成20年４月３日から平成20年４月７

日まで

(6)払込期日

 平成20年４月８日

(7)割当先及び株式数

 Microsoft Corporation　9,000株

(8)増資の理由

 業務提携に伴う資本関係の強化

(9)資金使途

 主として業務提携において発生するサ

イトの構築、システム運用、宣伝等

 

 

―――――――

（２）【その他】

該当事項はありません。 
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２【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

  
前中間会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間会計期間末
（平成19年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   1,169,536   1,156,943   1,223,169  

２．受取手形   470   1,050   ―  

３．売掛金   156,026   168,743   157,686  

４．前払費用   16,120   23,925   21,199  

５. 関係会社短期貸付金
 

  20,000   26,667   20,000  

６．繰延税金資産   3,513   18,598   5,218  

７．その他   4,614   6,000   1,174  

貸倒引当金   △93   △101   △94  

流動資産合計   1,370,187 84.2  1,401,825 67.3  1,428,353 81.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1)建物附属設備  3,713   23,100   21,870   

減価償却累計額  1,874 1,838  3,501 19,599  1,478 20,391  

(2)器具及び備品  137,286   222,248   162,963   

減価償却累計額  65,569 71,716  106,623 115,624  82,838 80,124  

有形固定資産合計   73,555 4.5  135,223 6.5  100,516 5.7

２．無形固定資産           

(1)特許権   3,808   3,044   3,472  

(2)商標権   4,893   6,389   6,169  

(3)意匠権   171   146   152  

(4)ソフトウェア   23,743   49,367   44,304  

(5)ソフトウェア仮勘
定

  5,870   25,758   7,052  

無形固定資産合計   38,488 2.4  84,706 4.1  61,151 3.5

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券   72,213   102,213   72,213  

(2)関係会社株式   44,000   157,600   44,000  

(3)関係会社社債   ―   60,000   ―  

(4)長期貸付金   ―   30,000   ―  

(5)関係会社長期貸付
金

  ―   13,333   ―  

(6)差入保証金   18,776   81,564   43,002  

(7)繰延税金資産   5,383   9,059   7,099  

(8)保険積立金   4,892   5,943   5,418  

投資その他の資産
合計

  145,265 8.9  459,714 22.1  171,733 9.7

固定資産合計   257,309 15.8  679,645 32.7  333,401 18.9

資産合計   1,627,497 100.0  2,081,470 100.0  1,761,755 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間会計期間末
（平成19年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   4,338   10,514   9,420  

２．未払金   46,679   135,473   54,146  

３．未払法人税等   35,005   20,295   65,734  

４．未払消費税等 ※１  7,753   6,225   12,085  

５．前受金   11,126   19,803   25,859  

６．預り金   9,510   12,691   9,034  

流動負債合計   114,413 7.0  205,004 9.8  176,280 10.0

負債合計   114,413 7.0  205,004 9.8  176,280 10.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   681,023 41.9  831,958 40.0  685,773 38.9

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  650,823   801,758   655,573   

資本剰余金合計   650,823 40.0  801,758 38.5  655,573 37.2

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  181,238   240,825   244,129   

利益剰余金合計   181,238 11.1  240,825 11.6  244,129 13.9

株主資本合計   1,513,084 93.0  1,874,541 90.1  1,585,475 90.0

Ⅱ　新株予約権   ― ―  1,924 0.1  ― ―

純資産合計   1,513,084 93.0  1,876,466 90.2  1,585,475 90.0

負債純資産合計   1,627,497 100.0  2,081,470 100.0  1,761,755 100.0

           

②【中間損益計算書】

  
前中間会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   394,106 100.0  598,375 100.0  911,892 100.0

Ⅱ　売上原価   156,555 39.7  237,311 39.7  354,474 38.9

売上総利益   237,550 60.3  361,063 60.3  557,417 61.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費   163,381 41.4  323,825 54.1  367,905 40.3

営業利益   74,169 18.9  37,238 6.2  189,512 20.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  679 0.1  2,945 0.5  1,973 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  ― ―  1,647 0.3  ― ―

経常利益   74,849 19.0  38,536 6.4  191,486 21.0

 Ⅵ　特別利益 ※３  796 0.2  ― ―  764 0.1

Ⅶ　特別損失 ※４  1,206 0.3  40,000 6.7  9,269 1.0

税引前中間（当
期）純利益(△損失)

  74,439 18.9  △1,463 △0.3  182,981 20.1

法人税、住民税及び
事業税

 32,622   17,179   81,693   

法人税等調整額  △796 31,825 8.1 △15,339 1,840 0.3 △4,217 77,475 8.5

中間（当期）純利
益(△損失)

  42,613 10.8  △3,304 △0.6  105,505 11.6
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

 

株主資本

　  純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

　株主資本合計
　　資本準備金

 その他利益剰余金

  繰越利益剰余金

平成18年６月30日 残高　(千円) 676,273 646,073 138,624 1,460,970 1,460,970

中間会計期間中の変動額      

新株の発行 4,750 4,750  9,500 9,500

中間純利益   42,613 42,613 42,613

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
     

中間会計期間中の変動額合計

(千円)
4,750 4,750 42,613 52,113 52,113

平成18年12月31日　残高(千円) 681,023 650,823 181,238 1,513,084 1,513,084

当中間会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31日）

 

株主資本

　 新株予約権 　  純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

　株主資本合計
資本準備金

その他
利益剰余金

 繰越利益剰余金

平成19年６月30日 残高　(千

円)
685,773 655,573 244,129 1,585,475 ― 1,585,475

中間会計期間中の変動額       

新株の発行 146,185 146,185  292,370  292,370

中間純損失   △3,304 △3,304  △3,304

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

    1,924 1,924

中間会計期間中の変動額

合計(千円)
146,185 146,185 △3,304 289,065 1,924 290,990

平成19年12月31日　残高

(千円)
831,958 801,758 240,825 1,874,541 1,924 1,876,466

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

 

株主資本

　  純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

　株主資本合計
　　資本準備金

 その他利益剰余金

  繰越利益剰余金

平成18年６月30日 残高　(千円) 676,273 646,073 138,624 1,460,970 1,460,970

事業年度中の変動額      

新株の発行 9,500 9,500  19,000 19,000

当期純利益   105,505 105,505 105,505

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
     

事業年度中の変動額合計(千円) 9,500 9,500 105,505 124,505 124,505

平成19年６月30日　残高(千円) 685,773 655,573 244,129 1,585,475 1,585,475
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式

　移動平均法による原価法を

採用しております。

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式

同左

 その他の有価証券

 時価のあるもの

 中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

その他の有価証券

 時価のあるもの

同左

その他の有価証券

 時価のあるもの

  期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

  時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

 時価のないもの

同左

 時価のないもの 

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

（ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法）

 

 

 

 

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

  定率法を採用しております。な

お、平成19年３月31日以前に取得

した固定資産については、旧定率

法によっております。また、平成

10年４月１日以降に取得した建

物(附属設備を除く。)については

定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

 

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

 　建物附属設備　３～18年

　器具及び備品　４～８年

　建物附属設備　８～18年

　器具及び備品　４～10年

　建物附属設備　８～18年

　器具及び備品　４～10年

 (2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用ソフトウェアに

ついては、社内における利用可能

期間（６ヶ月～２年）に基づい

ております。

(2）無形固定資産

同左

 

(2）無形固定資産

同左

 

３．引当金の計上基準

 

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

４．繰延資産の処理方法

 

　―――――

　

(1）株式交付費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

　―――――

 

５．重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準

 

　―――――

　

　外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として

処理しております。

　―――――

 

６．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

同左 同左

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　消費税等の会計処理

同左

　消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

 ―――― ―――― (固定資産の減価償却の方法)

　当事業年度より、「所得税法等の一部を改

正する法律」（平成19年法律第６号）、「法

人税法施行令の一部を改正する政令」（平

成19年政令第83号）及び「減価償却資産の

耐用年数等に関する省令の一部を改正する

省令」（平成19年財務省令第21号）が平成

19年４月１日から施行されたことに伴い、平

成19年４月１日以降に取得したものについ

ては、改正後の法人税法に基づく方法に変更

しております。

　この変更による損益への影響は軽微であり

ます。

EDINET提出書類

株式会社オウケイウェイヴ(E05587)

半期報告書

46/58



注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間会計期間末
（平成19年12月31日）

前事業年度末
（平成19年６月30日）

※１　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のう

え、流動負債の未払消費税等として表示して

おります。

※１　消費税等の取扱い

同左

 

 ―

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 220千円

雑収入 458

受取利息    2,040千円

講演料等収入    848

雑収入 55

受取利息    913千円

講演料等収入 1,000

雑収入 59

※２　　　　　　　　　― ※２　営業外費用のうち主要なもの

株式交付費    1,089千円

為替差損 558

 ※２　　　　　　　　　―

※３　特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入額 796千円

※３　　　　　　　　　― ※３　特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入額    764千円

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

出版匿名組合清算損 959千円

固定資産除却損 247

補償損失 40,000千円 固定資産除却損 2,205千円

本社移転費用 6,310

出版匿名組合清算損 753

　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額

有形固定資産 12,370千円

無形固定資産 20,014

有形固定資産       25,807千円

無形固定資産 36,583

有形固定資産       30,778千円

無形固定資産 48,527

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 　　　 　該当事項はありません。

 

当中間会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 　　　 　該当事項はありません。

 

前事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 　　　　 該当事項はありません。　

EDINET提出書類

株式会社オウケイウェイヴ(E05587)

半期報告書

47/58



（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

　会社の事業内容に照らして重要性が乏しく、

また契約１件当たりの金額が少額のため、中

間財務諸表等規則第５条の３において準用す

る財務諸表等規則第８条の６第６項の規定に

より、記載を省略しております。 

　会社の事業内容に照らして重要性が乏し

く、また契約１件当たりの金額が少額のた

め、中間財務諸表等規則第５条の３において

準用する財務諸表等規則第８条の６第１項

但書の規定により、記載を省略しておりま

す。

　会社の事業内容に照らして重要性が乏しく、

また契約１件当たりの金額が少額のため、財務

諸表等規則第８条の６第６項の規定により、記

載を省略しております。

（有価証券関係）

　前中間会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

子会社株式で時価のあるものはありません。

　当中間会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

　前事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

子会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

１株当たり純資産額 21,348円63銭

１株当たり中間純利益

金額
604円88銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
579円98銭

１株当たり純資産額 24,492円60銭

１株当たり中間純損失

金額
44円84銭

 潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式は存在す

るものの、１株当たり中間純損失であ

るため記載を省略しております。

１株当たり純資産額 22,074円15銭

１株当たり当期純利益

金額
1,492円57銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
1,436円24銭

　（注）１.　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間末
（平成18年12月31日)

当中間会計期間末
（平成19年12月31日)

前事業年度末
（平成19年６月30日)

純資産の部の合計額（千円） 1,513,084 1,876,466 1,585,475

純資産の部の合計額から控除する

金額（千円）
― 1,924 ―

（うち、新株予約権）（千円） （―） (1,924) （―）

普通株式に係る中間期末（期末）

の純資産額（千円）
1,513,084 1,874,541 1,585,475

１株当たり純資産額の算定に用い

られた中間期末（期末）の普通株

式の数 

70,875 76,535 71,825

　     ２．１株当たり中間（当期）純利益(純損失)金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上

の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日)

前事業年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

１株当たり中間（当期）純利益

(純損失)金額
   

　中間（当期）純利益(純損失△)（千

円）
42,613 △3,304 105,505

　普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

　普通株式に係る中間（当期）

　(純損失△)（千円）
42,613 △3,304 105,505

期中平均株式数（株） 70,450 73,686 70,687

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
   

  中間（当期）純利益調整額（千円） ― ― ―

  普通株式増加数（株） 3,024 ― 2,772

  （うち新株引受権） （957） (―) （923） 

  （うち新株予約権） （2,067） (―) （1,849） 
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前中間会計期間

(自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日)

前事業年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要

　

 ― 

 

旧商法に基づく新株予

約権８種類(新株予約権

の数1,975個)、会社法に

基づく新株予約権２種

類(新株予約権の数310

個)

―
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

 

―――――――

１．平成20年２月８日開催の当社取締役会に

おいて、当社の連結子会社である株式会社

OK LABELの株式を譲渡することを決議し、平

成20年２月14日に譲渡しました。本株式譲渡

に伴い、株式会社OK LABELは当社子会社に該

当しなくなります。

(1) 株式譲渡の理由

　当社グループのポータル事業の宣伝効果を

高める目的で行ってきた音楽事業を、株式会

社OK LABELが担ってきましたが、プロジェク

トのヒットに収益が大きく依存するエンター

テイメントの特質を考慮すると、計画通りの

業績を確実に上げていくことが困難なため、

株式会社OK LABELの全株式を同社の松浦社

長に譲渡することといたしました。

(2) 株式会社OK LABELの概要

① 商号　　株式会社OK LABEL

② 代表者　代表取締役社長　松浦新平

③ 所在地　東京都渋谷区恵比寿1-19-15 

　　　　　　ウノサワ東急ビル

④ 設立年月日　　　平成17年7月11日

⑤ 主な事業の内容　音楽レーベルの運営

⑥ 決算期　　6月

⑦ 従業員数　1名

⑧ 資本金　　1千万円

⑨ 発行済株式総数　200株

⑩ 株主　株式会社オウケイウェイヴ 90%

　　　　　松浦新平 10%

(3) 株式の譲渡先

　松浦新平　

（現　株式会社OK LABEL　代表取締役社長）

(4) 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有

株式の状況

① 異動前の所有株式数

　180株（所有割合　90%）

② 譲渡株式数　　　　

　180株（譲渡価額　900万円※）

③ 異動後の所有株式数　

  0株（所有割合　 0%）

※ 譲渡価額は取得価額と同額です。

(5) 日程

平成20年2月8日　取締役会決議

平成20年2月14日　株式売買契約締結及び株式

譲渡

１．平成19年９月14日開催の当社取締役会におい

て、第７回定時株主総会決議で承認されたストッ

クオプションとして発行する新株予約権の具体

的な発行内容について以下のとおり決議し、新株

予約権を発行しました。

 (1)新株予約権の発行日 平成19年９月14日

 (2)新株予約権の発行数
120個（新株予約権1個

につき1株）

 (3)新株予約権の発行価

額
無償

 (4)新株予約権の目的と

なる株式の種類及び

数

当社普通株式120株

 (5)新株予約権の行使に

際しての払込金額
１株につき71,453円

 (6)新株予約権の行使に

より発行する株式の

発行価額の総額

8,574,360円

 (7)新株予約権の行使期

間

平成21年10月1日から

平成26年9月30日まで

 (8)新株予約権の行使に

より新株を発行する

場合の発行価額のう

ち資本に組入れる額

4,287,180円（1株につき

35,727円）

 (9)新株予約権の割当対

象者数

当社取締役　5名

当社監査役　3名

 (1)新株予約権の発行日 平成19年９月14日

 (2)新株予約権の発行数
190個（新株予約権1個

につき1株）

 (3)新株予約権の発行価

額
無償

 (4)新株予約権の目的と

なる株式の種類及び

数

当社普通株式190株

 (5)新株予約権の行使に

際しての払込金額
１株につき71,453円

 (6)新株予約権の行使に

より発行する株式の

発行価額の総額

13,576,070円

 (7)新株予約権の行使期

間

平成20年10月1日から

平成25年9月30日まで

 (8)新株予約権の行使に

より新株を発行する

場合の発行価額のう

ち資本に組入れる額

6,788,035円（1株につき

35,727円）

 (9)新株予約権の割当対

象者数
当社従業員　11名
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前中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

  

―――――――

２．平成20年３月11日開催の当社取締役会に

おいて、第三者割当による新株式発行を以下

のとおり決議いたしました。

　

(1)発行新株式の種類及び数

 当社普通株式　9,000株

(2)発行価額

 1株につき 金28,903円

(3)発行価額の総額

 260,127,000円

(4)資本組入額

 130,063,500円

(5)申込期間

 平成20年４月３日から平成20年４月７日ま

で

(6)払込期日

 平成20年４月８日

(7)割当先及び株式数

 Microsoft Corporation　9,000株

(8)増資の理由

 業務提携に伴う資本関係の強化

(9)資金使途

 主として業務提携において発生するサイト

の構築、システム運用、宣伝等

 

 

―――――――

（２）【その他】

該当事項はありません。 
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第６【提出会社の参考情報】

　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

　事業年度（第８期）（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）平成19年９月28日関東財務局長に提出。

(2) 有価証券届出書及びその添付書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 　平成19年10月４日関東財務局長に提出

 　第三者割当にかかる届出書

(3) 有価証券届出書の訂正届出書　　　　　　　　　　　 

 　平成19年10月10日に関東財務局長に提出　

 　上記(2)の訂正届出書

(4) 臨時報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 　平成19年10月12日に関東財務局長に提出　

 　金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定(主要株主の異動

)に基づき提出するものであります。

(5) 有価証券届出書の訂正届出書　　　　　　　　　　　 

 　平成19年10月15日に関東財務局長に提出　

 　上記(2)の訂正届出書

(6) 有価証券届出書及びその添付書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 　平成20年３月11日関東財務局長に提出

 　第三者割当にかかる届出書

(7) 有価証券報告書の訂正報告書　　　　　　　　　　 

 　平成20年３月13日関東財務局長に提出

 　上記(1)の訂正報告書

(8) 有価証券届出書の訂正届出書　　　　　　　　　　　 

 　平成20年３月13日関東財務局長に提出

 　上記(6)の訂正届出書

(9) 有価証券届出書の訂正届出書　　　　　　　　　　　 

 　平成20年３月14日関東財務局長に提出

 　上記(6)の訂正届出書
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

 平成19年３月28日

株式会社　オウケイウェイヴ  

 取締役会　御中    

 監査法人トーマツ 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 松野　雄一郎　印

 
指定社員

業務執行社員 
 公認会計士 中塚　　　亨　印

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社オ

ウケイウェイヴの平成18年７月１日から平成19年６月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年７月１日か

ら平成18年12月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資

本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財

務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社オウケイウェイヴ及び連結子会社の平成18年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成18年７月１日から平成18年12月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以 上

 

※上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別

途保管しております。 
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独立監査人の中間監査報告書

 平成20年３月26日

株式会社　オウケイウェイヴ  

 取締役会　御中    

 監査法人トーマツ 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 松野　雄一郎　印

 
指定社員

業務執行社員 
 公認会計士 中塚　　　亨　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社オウケイウェイヴの平成19年７月１日から平成20年６月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年

７月１日から平成19年12月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間

連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財

務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社オウケイウェイヴ及び連結子会社の平成19年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成19年７月１日から平成19年12月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。

  

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年３月11日開催の取締役会において、第三者割当による新株式発

行を決議した。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以 上

 

※上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別

途保管しております。 
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独立監査人の中間監査報告書

 平成19年３月28日

株式会社　オウケイウェイヴ  

 取締役会　御中    

 監査法人トーマツ 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 松野　雄一郎　　印

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 中塚　　　亨　　印

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社オ

ウケイウェイヴの平成18年７月１日から平成19年６月30日までの第８期事業年度の中間会計期間（平成18年７月１日から

平成18年12月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書

について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸

表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

株式会社オウケイウェイヴの平成18年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年７月１

日から平成18年12月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以 上

 

※上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別

途保管しております。 
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独立監査人の中間監査報告書

 平成20年３月26日

株式会社　オウケイウェイヴ  

 取締役会　御中    

 監査法人トーマツ 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 松野　雄一郎　　印

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 中塚　　　亨　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社オウケイウェイヴの平成19年７月１日から平成20年６月30日までの第９期事業年度の中間会計期間（平成19年７

月１日から平成19年12月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等

変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

株式会社オウケイウェイヴの平成19年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年７月１

日から平成19年12月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年３月11日開催の取締役会において、第三者割当による新株式発

行を決議した。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以 上

 

※上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別

途保管しております。 
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